
 

 

Smart Data Platformサービス利用規約 別冊(Enterprise Cloud2.0サービス)  【現改比較表】 2021年4月28日 

～2021年4月29日 2021年4月30日～ 
別記 別記 

１．用語の定義 １．用語の定義 

 

用語 用語の意味 

(略)  

匿名加工情報作成

ソフトウェア 

NTTテクノクロス株式会社(以下、「テクノクロス」と

いいます。)が提供する匿名加工情報作成ソフトウ

ェアに係るソフトウェアであって、ECL2.0を通じて

利用可能なもの。 

(略)  
 

 

用語 用語の意味 

(略)  

データ匿名化 tasok

arena 

NTTテクノクロス株式会社(以下、「テクノクロス」と

いいます。)が提供する匿名加工情報作成ソフトウ

ェアtasokarenaに係るソフトウェアであって、ECL2.

0を通じて利用可能なもの。 

(略)  
 

2項～9項（略）  

10 匿名加工情報作成ソフトウェアに係るもの 

10.１ 匿名加工情報作成ソフトウェアの利用については、本規約の定め

に加え、匿名加工情報作成ソフトウェア使用許諾約款(https://ecl.ntt.co

m/files/匿名加工情報作成ソフトウェア使用許諾契約約款.pdf) (以下、

「使用許諾約款」といいます。)が適用されます。 

使用許諾約款の内容に変更があった場合は、その変更されたものが適

用されるものとします。なお、本規約と使用許諾約款の条件に齟齬が生

じる場合は、本規約の条件が優先して適用されるものとします。 

10.２ 契約者が、使用許諾約款に違反した場合には、当社は、サービス

提供を中止するものとします。 

10.３ 契約者にソフトウェアを提供するために、申込みの際に提供いただ

いた情報（個人情報を含む）をテクノクロスへ提供します。当社からテクノ

クロスに提供された個人情報はテクノクロスのプライバシーポリシー(http

s://www.ntt-tx.co.jp/privacy.html)に従って取扱われるものとします。 

10.４ テクノクロスが匿名加工情報作成ソフトウェアの提供を中止または停

止する場合、当社は同サービスの提供を中止または停止するものとしま

す。 

10.５ テクノクロスがと匿名加工情報作成ソフトウェアに係る料金（テクノク

ロスが当社に対して請求するものをいいます）を値上げする場合、当社は

その値上げに応じて、料金表に規定する匿名加工情報作成ソフトウェア

に係る利用料金を値上げすることができるものとします。その利用料金の

値上げにあたっては、当社はあらかじめ契約者に対して通知するものとし

ます。 

10 データ匿名化 tasokarenaに係るもの 

10.１ データ匿名化 tasokarenaの利用については、本規約の定めに加

え、匿名加工情報作成ソフトウェア使用許諾約款(https://ecl.ntt.com/fil

es/匿名加工情報作成ソフトウェア使用許諾契約約款.pdf) (以下、「使用

許諾約款」といいます。)が適用されます。 

使用許諾約款の内容に変更があった場合は、その変更されたものが適

用されるものとします。なお、本規約と使用許諾約款の条件に齟齬が生

じる場合は、本規約の条件が優先して適用されるものとします。 

10.２ 契約者が、使用許諾約款に違反した場合には、当社は、サービス

提供を中止するものとします。 

10.３ 契約者にソフトウェアを提供するために、申込みの際に提供いただ

いた情報（個人情報を含む）をテクノクロスへ提供します。当社からテクノ

クロスに提供された個人情報はテクノクロスのプライバシーポリシー(http

s://www.ntt-tx.co.jp/privacy.html)に従って取扱われるものとします。 

10.４ テクノクロスが匿名加工情報作成ソフトウェアtasokarenaの提供を中

止または停止する場合、当社は同サービスの提供を中止または停止する

ものとします。 

10.５ テクノクロスが匿名加工情報作成ソフトウェアtasokarenaに係る料金

（テクノクロスが当社に対して請求するものをいいます）を値上げする場

合、当社はその値上げに応じて、料金表に規定するデータ匿名化 tasok

arenaに係る利用料金を値上げすることができるものとします。その利用

料金の値上げにあたっては、当社はあらかじめ契約者に対して通知する

ものとします。 

11項～16項（略） 11項～16項（略） 

料金表(ECL2.0) （略） 料金表(ECL2.0) （略） 

通則（略） 通則（略） 

第１表 利用料金の適用（略） 第１表 利用料金の適用（略） 

第２表 メニュー及びプランに係る提供条件等 第２表 メニュー及びプランに係る提供条件等 

1項（略） 1項（略） 

2項提供条件等 2項提供条件等 

(1)項～(7)項（略） (1)項～(7)項（略） 

(8) ミドルウェアに係るもの (8) ミドルウェアに係るもの 

 

メニュー 提供条件等 

(略)  

匿名加工情報作成

ソフトウェア 

１ 本メニューは、ECL2.0上で匿名加工情報作成

ソフトウェアを提供します。 

２ 本メニューは、JPリージョンでのみで利用できま

す。 

(略)  
 

 

メニュー 提供条件等 

(略)  

データ匿名化 tasok

arena 

１ 本メニューは、匿名加工情報作成ソフトウェアta

sokarenaを提供します。 

２ 本メニューは、ECL2.0を日本で契約した場合に

のみで利用できます。 

(略)  
 

(9)項～(10)項（略） (9)項～(10)項（略） 

第３表 メニュー及びプランに係る算定方法 第３表 メニュー及びプランに係る算定方法 

(1)項～(7)項（略） (1)項～(7)項（略） 

(8) ミドルウェアに係るもの (8) ミドルウェアに係るもの 

 

メニュー 算定方法 

(略)  

匿名加工情報作成

ソフトウェア 

本メニューは、申込承諾月の22日までの申込みの

場合は、翌月からの課金となります。申込承諾月

の23日以降の申込みの場合は、翌々月からの課

金開始となります。 

(略)  
 

 

メニュー 算定方法 

(略)  

データ匿名化 tasok

arena 

本メニューは、利用開始月は無料となり、翌月から

の課金となります。 

 

 

(略)  
 

(9)項～(10)項（略） (9)項～(10)項（略） 

 


